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グローバリゼーションの

時代における保険

11月にパラグアイのアスンシオンで開催された保

険監督者国際機構（IAIS）の第23回年次総会で

は、約200のIAIS加盟管轄区域の共通性が明ら

かとなりました。

1537年に開都されたアスンシオンは、新しい土

地を発見して新しい都市を建設することを目指す

探検隊の多くがそこから旅立っていったことにち

なみ「都市の母」と呼ばれていますが、インフラ投

資の必要性については世界中の都市と共通して

います。今回のIAIS総会では、保険会社による

収益性の高いインフラ投資をどのように促進する

かということが議論の主題となりました。

国際的な場におけるこの議論は、過去1年、

NAIC会長のジョン・ハフ・ミズーリ州保険局長官

によって主導されてきた米国の議論の繰り返しと

言えるものでした。

今回の総会には多くの米国の規制当局が参加し

ていました。ハフ会長以外にも、次期会長のテッ

ド・ニッケル・ウィスコンシン保険局長官や他の保

険局長官、NAICスタッフの姿がありました。ま

た、米国の消費者の利益を代表するNAICの消

費者代表メンバー、バーニー・バーンボーム氏も

出席していました。

米国の業界関係者が多数出席していたことは、

昨年モロッコで開催された年次総会と大きく

異なる点でした。昨年の総会では、IAISは規制当

局以外の出席を認めませんでした。数多くの利害

関係者から激しい抗議を受けて、今回の会議で

はその方針が撤回され、その結果、米国やその

他の国の業界関係者が大勢帰ってきました。

IAISの河合美宏事務局長は開会挨拶で300名以

上がこの総会に出席していると述べました。

「安全かつ安定した保険業界の発展に向けたリ

スクベースの監督」というテーマのもと、（金融）包

摂（inclusion）、金融安定化と保険契約者保護、

リスクベースの監督の実施における課題および

均衡の役割、技術革新などに関する議論が出席

者の間で展開されました。

米国の多くの利害関係者にとって最も重要なパ

ネル・ディスカッションは、ComFrame、保険資本

基準（ICS）、破綻処理計画および利害関係者関与

を含む主要分野におけるIAISのイニシアティブの

現状について議論したものだったと思われます。

IAISメンバーはすべてが順調に進んでいることを

利害関係者に納得させようとしましたが、相変わ

らず出席者の間では、近い将来のIAISおよびそ

のイニシアティブについてのうわさ話が飛び交い

ました。河合事務局長の任期満了が近づくなか、

総会では、IAISのトップ交代の状況について公式

情報は明らかにされませんでした。

別の兆候が変化の可能性を示しており、それは

主要プロジェクトの最新状況について議論した

パネル・ディスカッションのメンバー構成に表れ

ていました。司会とパネリストの一人は、ソルベン

シーⅡへの参加者としてIAISのイニシアティブ

に多大な支援を行ったイングランド銀行から選

ばれていたのです。ブレグジット（英国のEU離

脱）は、ソルベンシーⅡのような欧州の計画に対

する英国の参加に影響すると予想され、IAISの

イニシアティブにどう影響するかは今のところ不

明です。

近い将来、人事や重点事項にどのような変化が

起きるかはまだ明らかではありませんが、今回

のIAIS総会の全体的なメッセージは、金融安定

化その他のイニシアティブへの取り組みが継続

しているということでした。2017年6月にロンドン

で開催予定の利害関係者会議および11月のク

アラルンプールの年次総会までには相当の進

展があるものと予想されます。

要点

保険資本基準の最初の検討サイクル

が6月に予定されていますが、欧州や

米国の政情変化次第では、次の拘束

的なバージョンの策定に至る道筋につ

いて、米国の懸念がより好意的に考慮

される可能性があります。

今回のIAIS総会の全体的なメッセージは、

金融安定化その他のイニシアティブへの

取り組みが継続しているということでした。
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IAISが資本基準その他の主要

プロジェクトに係る最新情報を

提供

執行委員会メンバーが、ICSの策定および保険基

本原則（ICP）の見直しなど、IAISが取り組んでいる

主要イニシアティブの現状に係る最新情報を利害

関係者に提供しました。

「IAISの主要成果物の最新情報」のセッションの冒

頭スピーチで、IAIS執行委員会のビクトリア・サポ

ルタ委員長は、すべての利害関係者に対して強調

したい主要ポイントとして次の事項を挙げました。

1. IAISは立法機関ではなく、基準設定主体で

ある。

2. IAISは、世界全体の保険料収入の97%を占め

る約140カ国に含まれる200の管轄区域を擁

する包括的な機構であり、そのメンバーすべて

の意向に対応する。

3. IAISは透明性および利害関係者の関与に向

けて尽力する。

4. IAISは5年間の戦略計画（残存期間3年）に従っ

て活動している。

続いて、IAISの各種委員会委員長がそれぞれの

活動の現状に係る最新情報を提供しました。

実施委員会

実施委員会のジョナサン・ディクソン委員長は、

ICPの実施について説明し、個々のICPがテーマ

別に評価されてきたと述べました。また、2017年

に開始される「グローバルにシステム上重要な保

険会社（G-SII）」の政策措置の実施に対する評

価およびモニタリングの推進計画が策定されまし

た。この計画は、初年度は自己報告プログラム

の形態を取り、次いで2年目および3年目には実

施に係る独立した検証が行われます。

ディクソン委員長は、現在までに1,000以上のICP
評価報告書が完成したことを明らかにするととも

に、こう述べました。「国際通貨基金（IMF）と世界

銀行はこの評価を、金融セクター評価プログラム

（Financial Sector Assessment Program：FSAP）

の中で使用される強固な手段とみなしている。」

新しい監督者への財政支援および新規プログラ

ムを含む、監督者の強化および支援の取り組み

が、監督能力の強化を目指して継続的に実施さ

れてきた、とディクソン委員長は述べました。

2013年以降、1,700の監督者がIAIS主催の各

種イベントに参加しました。同委員会はまた、金

融包摂（financial inclusion）にも取り組んでお

り、相互保険会社、協同組合および共同体組織

の適用書を完成しました。現在、同委員会は他

の3件の適用書および1件の論点書の作成に取

り組んでいます。監督者間の情報交換を可能に

する多国間覚書（Multilateral Memorandum of 
Understanding：MMoU）の調印国は61カ国に

達し、さらに14カ国が検討を進めているとディク

ソン委員長は述べました。

金融安定・専門委員会

G-SII選定手法タスク・フォース座長を兼任する金

融安定・専門委員会のマイケル・マクレイス委員

長は、G-SII選定手法の改訂版が2016年に採用 

改訂されたG-SII選定手法は、 
「保険業界内の著しい異質性が基礎となっている。」
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および実施されたと告げました。この新選定手法

は、「保険業界内の著しい異質性が基礎となって

おり」、同委員会としては、保険会社が全体的に

捉えられるようにすることを意図しました。

この新選定手法のもとでは、監督者は経験に基

づく定量的段階から出発し、次いで定性的要素お

よびG-SII候補との接触を組み入れたうえで選定

へと進みます。マクレイス委員長は、同委員会

が、保険にとどまらず様々なセクター間の比較を

可能にするために、3つの指標について絶対参照

値（absolute reference values）を導入しつつあ

ると述べ、選定「プロセスは今後も進化していくだ

ろう。」と付け加えました。

多数のICPおよびComFrameの資料について、

統合および調整のための改訂が進められていま

す。2017年3月には、監督プロセス、ガバナンス、

再建および破綻処理に関する議論などの市中協

議プロセスが予定されています。

ICSプロジェクトは引き続き「順調に進んでいま

す」。ICSの市中協議文書が公表され、市中協議

は10月に締め切られました。「利害関係者全体か

ら極めて活発な回答（2,000ぺージ以上）」があっ

た、とマクレイス委員長は述べました。この市中

協議は定量的なフィールドテスト資料を補足する

ためのものでした。2016年のフィールドテストで

は北米、欧州、アジアおよびアフリカから41社の

自発的参加がありました。現在カバーされていな

い分野から追加的な自発的参加者を募るため、

様々な利害関係者との間で非公式の会合が行わ

れています。

金融犯罪タスク・フォースはサイバー犯罪に係る

論点書を作成し、2016年8月に公表しました。マ

クレイス委員長は、サイバー犯罪は現代の生活

の一部になっており、決して消えることはなく、そ

れに対処することが必要であると述べました。そ

の主要ポイントは次の通りです。

• 規模、専門または事業地域の如何を問わず、

す べ て の 保 険 会 社 が サ イ バ ー 攻 撃 耐 性

（Cyber resilience）に関心を持たなければなら

ない。

• 監督者はサイバー攻撃への耐性を強化する必

要がある。

マクレイス委員長は、適用書の発行を通じてさらに

多くのガイダンスを提供することが必要であり、同

委員会は、現行ICPがサイバーリスクとサイバー

攻撃耐性に適切に対応しているかどうかの評価も

行っていると付け加えました。

カドーニ氏は、市中協議文書の236項目の質問お

よびIAISのテンプレートによって45,000セルの情

報を入手したと述べました。市中協議文書に関し

て期限までに76件の提出物があり、また他の多く

の利害関係者がコメントを提出しています。

今後数カ月間、それらの回答のレビューが行わ

れ、機密的でない回答はIAISのウェブサイトに掲

載されることになっています。今年の自発的参加

者は欧州、アジア、北米およびアフリカの16カ国に

拠点を有し、世界全体の保険料収入総額の約

30%を占めています。「我々の作業は根拠に基づ

いて行われている」とカドーニ氏は述べました。

同作業部会は中南米からの自発的参加者を募集

しています。そして、基礎的資本要件（BCR）およ

びより高い損失吸収能力（HLA）の機密的報告、

MAVおよびGAAPプラス・ベースによる評価の着

手、ならびにそれらの手法の調整を行うことになっ

ています。

現在、フィールドテストの結果のレビューを継続す

る中で、2016年には保険のカリブレーションが重

要な活動となりました。ICSバージョン1.0の内容は

2017年1月以降に決定されます。ICSバージョン

1.0のアプローチおよびICSの市中協議文書のコ

メントを処理し、それらの理解を深めるために、利

害関係者会議が活用されます。次回の利害関係

者会議は2017年1月17日にカリフォルニア州ラホ

ヤで開催される予定です。

破綻処理作業部会

ウルス・ハルバイゼン作業部会座長は、IAISが、

破綻処理のための損失吸収能力（LAC）が必要

かどうかについて検討していると述べました。そ

の答えは、少なくとも今のところは「ノー」です。

IAISは、現在入手可能な情報およびこれまで同

作業部会が実施した分析に基づいて、現時点で

は破綻処理時のLACに係る、G-SIIに共通の最

低基準を策定しないとの結論を下しました。

この決定は事実関係の展開に応じて見直されま

す 。 そ う し た 展 開 に は 、 主 要 な 特 性 （ Key 
Attribute）の要件（安定化の手段を含む）に基づく

破綻処理戦略の動向のほか、G-SIIに係る必須機

能およびシステム上の相互連関性の特定が含ま

れます。

ICP12（ 清算 およ び 市場 からの撤 退） およ び

ICP26（危機管理におけるクロスボーダー協力お

よび協調）、ならびにComFrame M3E3に係る

600以上のコメントが寄せられました。コメントで

は、破綻処理のために監督者が行使可能な権限

（G-SIIでない保険会社について行使可能とする

権限）およびIAIGの再建および破綻処理計画な

ど、様々な分野が焦点となっています。

資本、ソルベンシーおよびフィールドテスト

作業部会

パオロ・カドーニ座長はICSの経緯を振り返

り、進捗状況および今後の計画の概要を示

しました。

• 2013年10月：IAISがICSプロジェクトの

開始を発表

• 2014年12月：最初のICS市中協議文書

• 2015年2月：メンバーや利害関係者から

極めて多数かつ大量のコメントを受領

• 2015年5月：MAVベースの全面的なカリ

ブレーションを伴うICSのフィールドテス

トが開始（2014年のフィールドテストで

は評価のみが焦点だった）

• 2016年5月：MAVおよびGAAPプラス・

ベースの全面的なカリブレーションを伴

うICSのフィールドテストが開始

• 2016年7月：第2回ICS市中協議文書

• 2016年10月：第2回ICS市中協議文書

に係るコメントの受領

• 2017年7月：ICSバージョン1.0の完成予

定日
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利害関係者関与タスク・フォース

浜野隆座長は、グローバル・セミナーや年次総会

の再開放などを通じて、IAISが利害関係者関与の

強化に向けて動いていると述べました。IAISは総

合 的 な 文 書 で あ る 利 害 関 係 者 関 与 計 画

（Stakeholder Engagement Plan：SEP）を作成し

ました。SEPでは、一定の種類の利害関係者との

積極的な関与を含む、利害関係者関与の一般原

則が定められているほか、既存の関与イニシアティ

ブのリストが示され、計画中の新たな関与の機会

が提示された他、実施時の考慮事項が特定されて

います。

浜野座長によれば、新たな関与の機会は、多様

な関係者に提供するために必要な取り組みおよ

び資源の水準に応じて2つの種類に分割されま

す。つまり、一般（保険業界を含む）向けに適用可

能なイニシアティブがある一方、消費者、研究者

および専門家グループ向けの、よりテーラーメイ

ドなイニシアティブがあり、こちらに対してIAISは

より積極的な対応が必要となります。

質疑応答

最後の質疑応答で顕著だったのは、米国の消費者

代表バーニー・バーンボーム氏のコメントでした。同

氏は、米国や欧州の最近の選挙では、エリート層や 

制度に対する重大な不信感が示されたと発言し

ました。そして、強固な消費者保護を促進し、支

援することによってこれに対応することをIAISに

強く求めました。

米国の利害関係者から質問されたICS採択の見

通しについて、カドーニ座長は、ICS実施の成功

には全員の総意と合意が必要になると回答した

うえで、次のように述べました。業界および他の

利害関係者からの「支持を我々は見いだす必要

がある」。

要点

前回の年次総会では規制当局以外の利害関係者の不在が際立ちましたが、それ以後、彼らが利害関係者関与の概念を熱心にはっきりと主張し

てきたことを考慮すると、恐らくその不在がかえって、IAISのリーダーシップにとって業界の重要性を高める結果になったと思われます。資本基準お

よび再建および破綻処理の様々な側面に関してIAISが外見上柔軟に対応するようになったことを受けて、米国の利害関係者は継続中の議論に一

層深く参加することが見込まれます。
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保険契約者保護と金融安定化の

優先性をめぐりパネリストの意見が

衝突
IAISの「金融安定化および保険契約者保護」に係

るパネル・ディスカッションでは、規制当局にとって

金融安定化または保険契約者保護のいずれを

最優先の目標とすべきか、あるいはそれらを同

時の目標とすることができるかに関して、また、必

要な手段の利用可能性に関して参加者の見解が

一人ひとり異なる状況でした。

「保険契約者の保護を最優先のアプローチとしな

ければならない」。保険規制の目的をこのように

定義したのが米国の規制当局であったら、特に

意外ではなかったでしょうが、実際にこう発言した

のは欧州保険協会（Insurance Europe）のオラ

フ・ジョーンズ氏でした。

ジョーンズ氏は、金融安定化を重視しすぎると保

険契約者保護が見過ごされる危険があるとIAIS
に警告しました。そして、金融安定化と保険契約

者保護が互いに相容れない可能性があると指摘

したうえで、金融安定化を過度に重視した場合、

資本や他の要件の負担が極めて重くなり、消費者

に影響が及ぶ可能性があると付け加えました。

同氏はまた、想定される消費者保護策について

も懸念を表明しました。その指摘によれば、法律

上消費者に保証されている早期解約の要求は、

利益の衝突を引き起こし、保険会社の投資の特

性を変える可能性があります。

大手グローバル保険会社のチーフ・エコノミスト

は、金融安定性の欠如は負の外部性として消費

者に影響を与える可能性があると発言しました。

そして、保険契約者保護は重視の対象を1つのグ

ループに絞るものであるのに対し、金融安定化は 

すべてのグループを全体的に重視するものであ

ると述べました。そのうえで、銀行の監督者は、

銀行の破綻による金融への影響に加え、預金

者への影響も注視していると指摘しました。

このエコノミストは、保険規制当局が金融安定化

を監視する理由として、流動性リスクおよび一部

のニッチ市場における代替可能性の問題などが

あると規制当局に告げるとともに、この点で保険

と銀行の類似性が高まっていると付け加えまし

た。ジョーンズ氏は、保険会社と銀行の類似性が

高まっているという意見に同意しませんでした。

パネリストである消費者代表のバーニー・バーン

ボーム氏は、保険会社は特に市場保護を約束す

ることによって、今やリスクの分散者ではなく集中

者になっていると聴衆に述べました。同氏は特

に、投資ポートフォリオを市場リスクから保護する

条件付据置年金（contingent deferred annuity）

などの商品に反対を表明しました。

「そうした商品に手を染めると、もはや保険会社

ではなく投資銀行になってしまう」とバーンボー

ム氏は述べました。そして、現在の主要な問題

は「大きすぎて潰せない（too big to fail）」ことで

はなく、リスクの蓄積であり、規制当局は保証の

総額がどれほどになるか把握できていないと聴

衆に告げました。

「我々の見解では、保険契約者保護こそが金融

安定化の基礎である」と同氏は述べました。

シンガ ポール通貨監督庁理事兼保険局長

（Director and Department Head of the Insurance 
Department）のコンイー・リー氏は、リスクの蓄積に 

対処するにはミクロ健全性だけでなくマクロ健全

性の監視が必要であると述べました。パネリスト

のあるコンサルタントは、蓄積されつつあるリスク

について透明性も要求されると付け加えました。

この点についても、大手保険会社のチーフ・エコ

ノミストはやや異なる意見を表明しました。その意

見によれば、もはや企業中心の規制に沿ったリ

スクの蓄積だけでは十分ではありません。規制に

よってある種の群集行動が助長され、その結果、

企業の破綻ではなくボラティリティに起因するシ

ステミック・リスクが発生する可能性があり、それ

に対処する手段が必要であるとそのエコノミスト

は警告しました。

バーンボーム氏は、規制当局が利用可能な手段

は過去8年間に大幅に改善されたと指摘し、その

一例として、デリバティブに関する情報の入手可

能性が高まったことを挙げました。

ジョーンズ氏は、必要なのは、蓄積リスクを識別

するため、規制当局が、地域横断的に適用しや

すいシナリオを使用できる一般的なストレス・テス

トを実施することであると示唆しました。その一方

で、何としても措置を講じる必要があるという強い

要請に対し、その措置を講じたいという願望（例

えば、資本を増加する必要性）と、リスク対応がな

されていることの合理的な保証を得る能力、との

間の乖離を認識する必要があると警告しました。

IMFと協力してFSAPに取り組んでいる前述のコン

サルタントは、FSAPの焦点が市場行為ではなく

安定化に向けられているとして、「もっと多くの時

間を市場行為に充てるべきであると言いたい」と

述べました。
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ジョーンズ氏は再度忍耐を促し、「新たな手段の

開発を避ける時期が必要である」と述べました。

バーンボーム氏は、市場規制当局は行動と結果

に関して、より多くの情報を必要としており、手段

が限定されている場合、非効率性を保険会社に

転嫁する結果になるという考えを示しました。保

険会社のチーフ・エコノミストは、依然として金融

安定化手段への取り組みが必要であるが、破綻

の概念に偏重している現状から、行動と影響の

分析へと移行することをその目的とすべきであ

ると述べました。

ジョーンズ氏は過重な負担に気を付けなければな

らないと警告しました。そのうえで、FSBは主に銀

行分野での知見に基礎を置いており、IAISは保険

分野について重要な教育的役割を担っていると

述べました。さらに、FSBと協議後の、G-SIIに
係るIAISの初期の取り組みには、FSBによる 

マイナスの影響が現れていたものの、最近のサイ

クルではその影響がいくぶん緩和されていると指

摘しました。

最後にバーンボーム氏は規制当局と利害関係者

に対して、IAISは市場規制に必要なデータおよび

消費者保護に必要な手段の特定を支援することが

できると述べ、その例として教育および開示を挙げ

ました。

要点

規制当局が性急に保険契約者保護よりも金融安定化を優先的な目的としたとみなされかねない状況に対する懸念が静かに広がっているようです。

保険契約者保護をより重視することにより、米国の業界、規制当局および消費者の長期的な焦点とIAISの目的との整合性が強まるでしょう。 



IAIS update: 2016年 年次総会 

7 

パラグアイ中央銀行総裁：

すべての者にとって

警戒すべき時期

新たな課題に対応するために保険規制が進化を

続けているのはG20諸国だけではありません。

IAIS年次総会で基調講演を行ったパラグアイ中

央銀行のカルロス・フェルナンデス・バルドビノス

総裁は、パラグアイの保険規制には、長く続く低

金利環境、システミック・リスク、新たな規制の枠

組みおよび金融包摂などの課題に直面するな

ど、新たな状況が現れていると述べました。

同総裁によれば、金利が過去の平均を大幅に下

回り、経済成長が鈍化するなか、資本バッファお

よび利益の低下が「利回り追求」のスキームを促

進する可能性があります。企業は、特に高コスト

になり得る保証や約束を提供している場合、過

剰なリスクテイクを行う誘惑に駆られる可能性が

あるため、当局は警戒を強める必要があります。

保険セクターはグローバル市場で重要な役割を

担っていると同総裁は指摘しました。金融機関、個別 

企業に起因するシステミック・リスクおよび大企業

に共通のエクスポージャーは相互に関連してお

り、最近はシステミック・リスクに対する保険業界

の寄与も増大しています。同総裁は単なる支払

不能リスクや伝染リスクの防止を超える監督を行

うマクロ健全性アプローチを要求しました。

国際規制の共通の土台を見いだすことは極めて

困難な課題であり、様々な国の統一の実現は十

分な協力にかかっているとバルドビノス総裁は述

べました。そのうえで、保険基本原則が世界共通

基準を促進するのに有用な手段になると位置付

けるとともに、ソルベンシーⅡが規制当局にとって

リスクベースの枠組みの基準になると言及しまし

た。この発言は欧州の代表団を喜ばせたに違い

ありません。

同総裁は、保険を金融包摂の4本の柱の1本と呼び、

保険は脆弱世帯が外部ショックを軽減し、さらなる 

貧困へと落ち込むリスクを低減し、貯蓄を守るのに

役立つと指摘しました。そして、最近の技術進歩は

貧困者の保険利用を促進するとして、これを歓迎し

ました。

バルドビノス総裁は、優れた規制はイノベーション

を受け入れる余地があると述べるとともに、金融包

摂政策が制度にもたらすリスクの管理方法を引き

続き修得することを監督者に要請しました。

要点

新興国市場では、ソルベンシーⅡが次世

代の保険規制体制として、引き続き心理

戦に勝利しつつあるようです。その結果、

ソルベンシーⅡのもとで事業を行う保険

会社は、米国を拠点とする保険会社の大

半よりも容易にそれらの市場に参入でき

ると思われます。

優れた規制はイノベーションを

受け入れる余地があります。
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短信
世界銀行CFOがインフラ投資を支持 

元ブラジル財務相であり世界銀行グループの

ジョアキン・レビ最高財務責任者（CFO）は基調

講演において、インフラ投資に向かう保険会社

の動きを支持しました。同CFOは、大半のイン

フラ投資は伝統的な資産クラスに比べ高リスク

ではないように思われると述べ、「多くの場合、

インフラ債のリスクは社債よりも低い」と付け加

えました。

レビCFOは、資本賦課を引き下げた場合、インフ

ラ債について達成可能な株主資本利益率が大幅

に変化するだろうとして、次のように述べました。

「米国ではこのことがすぐにでも起きると私は考え

ている」。NAIC会長のジョン・ハフ ミズーリ州保険

局長官およびアン・ダウリング イリノイ州保険局副

長官の主導により、NAICは、米国の規制当局が

インフラ開発投資を支援するために実施可能な方

策を評価しようとする努力をしてきました。

「多くの場合、インフラ債のリスクは

社債よりも低い。」
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技術およびイノベーション

IAISの「技術革新：保険監督および保険業務」に

係るパネル・ディスカッションで、メキシコの国家

保 険 保 証 委 員 会 （ Insurance and Surety 
National Commission）のデニーズ・ガルシア研

究開発部長（general director）は、問題はイノベー

ションそれ自体が善か悪かということではないと

発言しました。

ガルシア部長はまた、「規制当局および監督者に

とっての主な課題は、イノベーションを促進し、そ

の潜在的な便益を保険市場にもたらすことと、保

険契約者の利益および保護のために公正、安全

かつ安定的な保険セクターの状況を維持すること

との間のバランスを図ることである」と述べました。

様々な監督者がイノベーションの促進のために実

施しているイニシアティブを挙げれば、イノベー

ションによる規制上の影響に係るガイダンスや

フィードバックを提供できるイノベーション・ハブの

創設、明確な境界と防護手段を備えた安全な環境

でイノベーションの試験を実施できる規制のサン

ドボックスの策定、さらには、当局の使命および業

務と直接関連するプロジェクトに係る当局とフィン

テック（FinTech）企業間のパートナーシップを代

表するアクセラレーター（スタートアップ企業支援

者）の使用などがあります。

規制当局および監督者にとっての課題としては、

技術革新を理解および評価する能力を育成する

必要性、新技術の適切かつ責任ある利用のため

の原則およびガイドラインの策定、健全性規制の

枠組みに対する適時の調整の実施、他の利害関

係者との協力および他の当局との協調、金融教

育およびデータ保護政策の見直しおよび改善、さ

らには、監督者に利用可能なリソースを、テクノロ

ジー・ツールおよびスキル・セットという点で課題

に適合させる調整などがあります。

実施の課題

「リスクベースの監督の実施における課題および

均衡の役割」に係るパネル・ディスカッションにお

いて、IAISのウィリアム・メイソン監査リスク委員

会委員長は、良好な監督体制には適切な技術、

良好な監督者および政治的支援が必要であると

述べました。

「規制当局および監督者にとっての主な課題は、

イノベーションを促進し、その潜在的な便益を保険

市場にもたらすことと、保険契約者の利益および

保護のために公正、安全かつ安定的な保険セクター

の状況を維持することとの間のバランスを図ること

である。」
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省略語一覧

BCR 
基礎的資本要件（Basic Capital Requirement） 

ComFrame 
国際的に活動する保険グループの監督のための

共通の枠組み

（Common Framework for the Supervision of 
Internationally Active Insurance Groups） 

EXCO 
IAIS執行委員会 （Executive Committee） 

FIO 
米国連邦保険局 （Federal Insurance Office） 

FSAP 
金融セクター評価プログラム

（Financial Sector Assessment Program） 

FSB 
金融安定理事会 （Financial Stability Board） 

GAAP 
一般に公正妥当と認められた会計原則

（Generally Accepted Accounting Principles） 

G-SII 
グローバルにシステム上重要な保険会社

（Global Systemically Important Insurer） 

HLA 
より高い損失吸収能力 （Heightened Loss Absorbency） 

IAIG 
国際的に活動する保険グループ

（Internationally Active Insurance Group） 

IAIS 
保険監督者国際機構

（International Association of Insurance Supervisors） 

ICP 
保険基本原則 （Insurance Core Principles） 

ICS 
保険資本基準 （Insurance Capital Standard） 

IMF 
国際通貨基金 （International Monetary Fund） 

LAC 
損失吸収能力 （Loss Absorbing Capacity） 

MAV 
市場調整評価 （Market Adjusted Valuation） 

NAIC 
全米保険監督官協会

（National Association of Insurance Commissioners） 
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